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１ 当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11

年大蔵省令第24号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債並びに収益及び費用については、

「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に定める分類に準じて記載しております。 

  

  

２ 当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債並びに収益及び費用については、「
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